
大口町告示第２２号 

  

 大口町障がい者等地域生活支援事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。 

  

  平成２４年３月２６日 

 

大 口 町 長  森     進   



   大口町障がい者等地域生活支援事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

大口町障がい者等地域生活支援事業実施要綱（平成２３年大口町告示第２６号）

の一部を次のように改正する。 

第３５条中「（精神障がい者を除く。）」を「（地域活動支援センター（精神障がい

者）の運営費を委託市町の利用者数の按分で算定する地域活動支援センター（精神

障がい者）を利用している精神障がい者を除く。）」に改める。 

別表第３中 

地 域 活 動
支 援 セ ン
ター事業 
 
 
 

１日 
 
 
 
 

６,０００円 入浴加算 
 ７００円 
送迎加算 
 ５００円 
食事加算 
 ４２０円 
＊食事について

は平成２４年
３月３１日ま
での経過措置 

地 域 活 動
支 援 セ ン
ター 
（ 精 神 障
がい者） 

運営費を委託市町の利用
者数で按分した額 

  

 

地 域 活 動
支 援 セ ン
ター事業 
 
 
 

１日 
 
 
 
 

６,０００円 入浴加算 
 ７００円 
送迎加算 
 ５００円 
食事加算 
 ４２０円 
＊食事について

は平成２７年
３月３１日ま
での経過措置 

地 域 活 動
支 援 セ ン
ター 
（ 精 神 障
がい者） 

３時間まで 
３時間を超え６時間まで 
６時間を超える 

３，０００円 
４，５００円 
６，０００円 

＊運営費を委託
市町の利用者
数で按分した
額又は左記の
額 

改める。 

を 

に 

「 

」 

「 

」 
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   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

- 2 -


